
令和８年度職員多面観察実施委託業務受託者選定に係る 

企画提案書提出要領 

 

１．業務概要  

(１)業務名  令和８年度職員多面観察実施委託業務 

(２)業務内容  

「令和８年度職員多面観察実施委託業務仕様書」のとおり  

(３)履行期間  

契約締結日から令和９年２月２６日まで  

(４)予算上限額  

３,４００千円（消費税のほか本業務に必要な一切の経費を含む。） 

 

２．参加資格  

次に掲げる条件の全てに該当する者であること。  

(1)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。  

(2)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者でないこと。  

(3)参加申込書の提出期限の翌日から本企画提案に係る提案書の審査実施日までのい

ずれの日においても石川県の指名停止措置を受けていない者であること。  

(4)役員（役員として登記又は届出されていないが、事実上経営に参画している者を

含む。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員、又は暴力団関係者（暴力団の構成員

及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。）と認めら

れる者でないこと。  

(5)県が賦課徴収する全ての県税、消費税又は地方消費税を滞納していない者である

こと。 

(6)仕様書の条件を満たすノウハウを有すること。 

(7)業務の実施にあたり、石川県との打合せ等に適切に対応することができること。 

 

３ スケジュール 

(1)募集の公告 

(石川県人事・組織経営課のHP に掲載) 
令和８年６月８日（月） 

(2)質問受付 令和８年６月１５日（月）午後５時まで 

(3)参加申込書の提出期限 令和８年６月１９日（金）午後５時まで 

(4)企画提案書等の提出期限 令和８年６月２４日（水）午後５時まで 

(5)委託候補者選定委員会 令和８年７月 ７日（火）頃【予定】 

(6)選定結果の通知 令和８年７月上旬【予定】 

(7)選定業者との契約 令和８年７月中旬【予定】 



 

４．申込方法等 

（１）申込み 

参加申込書（様式１）に以下の書類を添えて、令和８年６月１９日（金）午後５

時までに、電子メール、郵送または持参により提出すること。 

①提案者の概要が分かるもの（既存のパンフレット等） 

②法人登記事項証明書（写し可）【１部】 

 （提出日において３か月以内に発行されたもの） 

③直前決算の財務諸表（貸借対照表、損益計算書）（写し可）【１部】 

④消費税及び地方消費税に係る納税証明書（様式その３又はその３の３） 

（写し可）【１部】 

（提出日直前の確定申告を終えた決算の営業年度におけるもので、未納税額の

ない証明書） 

⑤石川県納税証明書（第２号の３様式）（写し可）【１部】 

（提出日の前日までに納期限の到来した県税全般の滞納がないことの証明書） 

※「写し可」の書類については、ほぼ原寸大かつ内容が鮮明（印影部分含む。）

であれば写しでの提出が可能。 

※石川県の令和８年度の「競争入札参加資格者名簿（物品の部）」に登録がある

者については、②～⑤に代えて「競争入札参加資格者決定通知書（物品等）」

の写しを提出すること。 

※石川県内に本店又は支店を有しない者については、⑤は提出不要。 

（２）企画提案に係る質疑 

質問書（様式２）を令和８年６月１５日（月）午後５時までに電子メールにより

提出すること。口頭（電話含む）による質問は受け付けない。 

回答は、令和８年６月１７日（水）までに石川県ホームページに掲載する。 

（３）辞退 

参加申込書を提出した者が、本企画提案への参加を辞退する場合は、本要領に定

める辞退届（様式３）を速やかに提出すること。 

 

５．企画提案書等の提出 

本企画提案に参加する者は、本要領に定める以下の書類を提出期限までに提出するこ

と。 

（１）提出書類 

   ①企画提案書 

    ・１社１提案とすること 

    ・様式は任意とする（PowerPoint、30枚程度まで） 

    ・提案者概要（所在地、設立日、資本金、売上、従業員数等）を記載すること 

    ・本業務類似の業務実績（県へ説明可能なもの）を記載すること 

    ・仕様書の業務内容等に沿った提案をすること（仕様書等で示していない項目に 

ついても記載可能） 



    ・別表「プロポーザル評価項目」（以下「評価項目」）という。）の内容が分か 

     る提案とすること 

②見積書（任意様式） 

以下の点に留意すること。 

・一式計上ではなく、経費の内訳が分かるように記載すること 

・宛名は「石川県知事 山野 之義」とし、消費税及び地方消費税を含む金額を

記載すること 

・見積金額は１（４）の見積上限額を超えないこと 

（２）提出部数 

各１部 （紙、電子データの両方を提出） 

（３）提出期限 

令和８年６月２４日（水）午後５時（必着） 

（４）提出方法 

紙：郵送又は持参、電子データ：電子メール（※メール送信した旨を連絡すること） 

 

６．選定方法等 

（１）選定方法 

「令和８年度職員多面観察実施委託業務選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）」を設置し、企画提案書等の書類審査を行った後、プレゼンテーション 

（質疑応答を含む）を実施し、最優秀提案者を選定する。 

選定委員会は、応募者から提出された企画提案書等について、評価項目に基づき

審査を行う。 

（２）プレゼンテーションの実施 

①書類審査を通過した者が、提案内容についてプレゼンテーションを行う。 

②実施日は令和８年７月７日（火）頃を予定（申込状況等により変更となる場合 

がある。具体の日時については県から別途連絡する。） 

③提案者によるプレゼンテーションの順番は、企画提案書の受付順とする。 

④プレゼンテーションの時間は１５分以内、質疑の時間は１５分程度とする。 

⑤プレゼンテーションを行う提案者の参加者は、３名以内とする。 

（３）提案の無効に関する事項 

提案者が次のいずれかに該当したときは、その者の提案を無効とする。 

①提出書類に虚偽の記載をしたとき 

②参加する資格のない者が提案したとき（４の参加申込をしていない者を含む） 

③提出書類等を所定の日時及び場所に提出しないとき 

④２以上の提案をしたとき 

⑤自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案したとき 

⑥提案に関して談合等の不正行為があったとき 

⑦正常な提案の執行を妨げる等の行為を行う恐れがある者、または行った者が 

提案したとき 

⑧その他、発注者が指示した事項及び提案に関する条件に違反したとき 



（４）審査結果の通知 

審査後、採否に関わらず各提案者に文書により通知する。(令和８年７月上旬予定) 

なお、電話等による問い合わせには応じない。 

 

７．選定後の手続き 

（１）石川県は、選定された最優秀提案者（以下「候補者」という。）と別途協議を行

い、協議が整った場合は、候補者から改めて見積書を徴収し、見積書の内容を精査の

上、随意契約による業務委託契約を締結する。 

（２）候補者との契約交渉が不調の時は、次点者から順に同様の契約手続きを行う。 

 

８．留意事項 

（１）参加に必要な経費は、参加者の負担とする。 

（２）提出された書類は変更及び返還を求めることができない。ただし、提出期限前につ

いてはこの限りではない。なお、提出された提案書を、提出者に無断で使用及び公開

することはない。 

（３）提案者は、最優秀提案者の選定後において、この提出要領、仕様書等の内容につい

て、不明または錯誤を理由に異議を申し立てることはできない。 

 

９．問い合わせ先 

（１）書類等の取扱及び問い合わせ窓口 

〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 

石川県総務部人事・組織経営課人材確保・育成グループ 担当：三井、室谷 

電話:076-225-1241（直通） FAX:076-225-1244 

      メールアドレス：e110500@pref.ishikawa.lg.jp 

（２）書類等の交付及び提出、問い合わせ等は平日午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 
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プロポーザル評価項目 

審査項目 評価内容 

回答の準備・ 

実施 

回答実施手法については適切か。また、回答率や回答精度の向上

が期待できるか。 （職員への告知方法、回答スケジュール、回答の

手法、回答者向け事前説明会の内容 等） 

回答結果 

集計・分析、 

フィードバック 

回答の集計結果及び分析内容が、観察対象者にとって自己の課題

を認識できるとともに、行動変容に資することが期待できるか。 

回答の集計結果及び分析内容が、組織課題の把握に資することが

期待できるか。 

フィードバックについて、フィードバック者にとって実施しやす

いものになっているか。また、観察対象者にとって有意義なもの

となることが期待できるか。（フィードバック者向けの研修会の内

容 等） 

実施体制 

実施体制について、メンバーが十分な専門知識やノウハウを有し

ているか。 

また、本業務を適切に実施できる体制が確保されているか。（配置

人数、役割分担等） 

調査を実施するＷｅｂシステムは、職員が利用しやすく、セキュ

リティ対策は十分であるか。 

他自治体における本業務類似業務の実績は十分であるか。 

提案力 

上記以外で、県にとって有意義な提案があるか。（管理職へ自らの

行動についての気づきを提供し、ひいては組織パフォーマンス向

上に資するための工夫・アイデア 等） 

費用 事業の積算は提案された企画内容と整合し、適切なものであるか。 

 

別表 


